
（寄稿文）24

ＵＲにおけるBIM活用の取組 
― 集合住宅設計 BIM ガイドラインの策定 ―

都市再生機構技術監理部担当課長 原　田　明日子

１.はじめに

BIM（Building Information Modeling）
は、コンピューター上に作成した建物（建
築物）の３次元の「形状情報」に加えて、
室等の名称・面積、材料・部材の仕様・
性能、仕上げ等の「属性情報」を併せ持
つ建物の情報モデル（BIM モデル）を構
築し、設計・施工・維持管理に用いるた
めのツールをいう（図－１）。

関係者間の意思疎通の円滑化、図面の
整合性確保等の効果のほか、仕様、性能
情報、部材、機器情報等の属性データを
保持するデータベースとしての活用も可
能であり、導入による建設生産プロセス
における生産性向上が期待されている。

本稿では、UR都市機構（以下ＵＲ）が
建設・供給するＵＲ賃貸住宅の新築設計
における BIM 活用の取り組みについて紹
介する。

２.ＵＲにおける BIM 活用の
位置づけ

ＵＲは、国交省所管の法人として、政
策実施機関の役割を持つ。住宅政策に関
する政府方針のひとつである住生活基本

計画の目標として「DXの進展等に対応し
た新しい住まい方の実現」に向けた「新
技術を活用した住宅の契約・取引プロセ
スの DX、住宅の生産・管理プロセスの
DXの推進」が掲げられており、これを実
現するための基本的な施策として、「都
市再生機構（ＵＲ）において、賃貸住宅
の建替え等における BIM の導入の試行等
を通じた、生産性向上に向けた DX の推
進」が示されている。

また、2024年度はＵＲにとって第五期
中期計画に定められた５年間のスタート
の年にもあたり、その中では、国の施策
等に対応した取組および成果の社会還元
の項において、研究開発の実施により急
速なAI・IoT等技術革新や社会情勢の変化
にも柔軟に対応すべき項目のひとつとし
て、BIM・CIM（Construction Information 
Modeling）推進への対応に言及しており、
「国の研究機関、学識者、民間事業者等と
の共同研究や社会実装に向けた協調等、
関係者と連携しつつ積極的に推進するこ
と」としている。

３.世の中の動静

2000 年頃に CAD ソフトベンダーを中
心に開発された BIM の技術は、アメリカ・
北欧から使われ始めた。当初から、その
活用が順調に進んだわけではなく、BIM
への取り組み方を試行錯誤していく中で、
BIM 業務における契約の重要性が指摘さ
れ、やがて、州や大学などの事業で BIM
を活用するために必要な設計情報に関す
る取り決め、即ち、BIM 実行計画書
（BEP=BIM Execution Plan）が整備され
ていった。これは、BIMはそれ以前のツー
ルとは異なり、単なるツールではなく、
業務自体の進め方に深く関わるものであ
るため、業務契約段階からその活用を考
えていく必要があるものであるというこ
とを意味している。

2011 年には英国が本格的に BIM 推進
へと舵を切り、既存の標準ワークフロー
をベースとした BIM を活用したワークフ
ローを新たに整備した。この新たなワー
クフローに合わせて、BIM 基準書（ガイ
ドライン）や契約書のひな型、テンプレー
トやオブジェクトといった BIM に必要な
標準類、更に、仕様書との連携ツールが

図－１　BIMの仕組み
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開発・整備されていった１）。このような
地道な整備が実を結び、英国での BIM 活
用は着実に効果を上げていった。英国の
BIM 推進の成功が起爆剤となり、BIM 推
進が遅れていた国々でも BIM 推進へ向か
うこととなり、世界各国で、英国基準が
参照され、各国・各地域の事情に合わせ
た BIM ワークフローが整備される動きに
なっている２）。今現在、諸外国において
は、既に BIM は特別なものではなく通常
の道具であり、BIM ワークフローが設計
業務を進める際の当然の前提になりつつ
ある。

一方、わが国では、2019 年６月に、
国土交通省により「建築 BIM 推進会議」３）

が発足、BIM 推進の動きが本格化し、
2020 年３月には、「建築分野における
BIM の標準ワークフローとその活用方策
に関するガイドライン（第１版）」（以下、
推進会議 BIM ガイドライン。2022 年に
第２版発行４））が、推進会議のもと、設
置された環境整備部会において取りまと
められた。また、推進会議を構成する関
係団体においても、建築設計三会（建築
士会連合会、日本建築家協会、日本建築
士事務所連合会）が、推進会議 BIM ガイ
ドラインの内容を設計者の視点で深化さ
せ、実務的な内容を中心とした「設計
BIM ワークフローガイドライン建築設計
三会（第１版）」（以下、設計三会ガイド
ライン）が 2021 年３月に発行された５）。
ワークフローから BIM 活用を考えていく
世界の潮流に、ようやく追いつき始めた
と言える。

４.集合住宅設計での BIM 活
用に向けて

推進会議 BIM ガイドラインでは、「実
際の BIM の活用においては、個々のプロ
ジェクトの背景、特徴、用途、施設規模
等の諸条件や BIM の活用に対する目標設
定および業務内容に応じて、各関係者が
それぞれの立場で活用方策について判
断」することが重要と記載されており、
具体的な実務でのガイドラインの活用方
策を検討する作業は、活用を希望する者
に委ねられており、設計三会ガイドライ
ンでも同様の考え方である。

また、これまでの取り組みは一般事務
所ビル用途での検討を主としており、集
合住宅用途での BIM ワークフローや BIM
データとしての成果物のあり方は、引き
続き検討が必要な状況であった。

ＵＲでは、これらの検討課題に焦点を

当て、BIM の研究実績を有する工学院大
学建築学部岩村雅人教授の協力のもと、
設計者の視点を取り入れるため㈱日本設
計と、2021 年から 2022 年度にかけて
共同研究を実施、集合住宅の特徴・用途
を考慮した、集合住宅設計に特化したフ
ローの検討およびこれを反映したガイド
ラインの策定およびデータ類作成に着手
した。この研究によって得られた知見に
基づき、集合住宅では初となる、設計
BIM における標準的なワークフローを定
めた集合住宅設計 BIM ガイドライン（以
下、ガイドライン）を策定するとともに、
成果物の一例として BIM データ類を作成、
2023 年５月に公表した。

５.ガイドライン策定時のス
タンス

(１)発注者として
ＵＲは公共工事の発注者という立場で

あるため、透明性・公平性を確保したう
えで、個々の公共工事に最適な設計者・
施工者等を選定することが求められる。
加えて、業務の実施にあたってはコンプ
ライアンス、品質確保のための技術的な
対話を相手方と十分に行うとともに、関
係法令や契約書等に規定された発注者の
責務等を適切に果たす必要がある。発注
者の責務を果たすため、ＵＲでは職種毎
に専門技術者が分担して対応を行ってお
り、担当者数が多くなり職種間調整等に
時間を割いている現状がある。

また、ＵＲは発注者として設計業務を
設計事務所へ委託する立場であり、自ら
BIM を使用した設計業務は行わない。こ
うした背景から、発注者として BIM を推
進するにあたり、自らの発注に係る業務
の効率化とともに、受注者の設計工期の
短縮、設計品質の向上を意図し、その実
現に向けた検討を行った。

まず、検討初期段階に設計事務所数社
へ BIMによる設計業務受注時の実務に関
してヒアリングを行った。既に BIMを導
入している設計事務所からは、「受発注者
間で、BIM 業務仕様書（EIR=Employer’s 
Information Requirements） や BEP の よ
うな情報要件等に関する書面のやり取り
は行っておらず、発注者に対しどのよう
に BIM活用にあたり BIMデータの表現や
BIMの詳細度について丁寧に説明を行い、
共通認識をもったうえで実施している」、
また、「集合住宅用途では、BIM活用は進
んでいない」等の意見があった。他方、
まだ BIM導入に踏み切っていない設計事

務所からは、「どのようなBIMモデルを作
成するのか具体的なイメージができない」、
「BIMデータ類を用意してもらえないと、
中小設計事務所では業務を完遂すること
ができない」、といった意見があった。
ＵＲでは、業務受注者は基本的に公募に
より決定することから、契約前に相手方
と BIM での業務仕様を協議することがで
きない。また標準的な BIM データが存在
しないと、成果品のイメージを共有でき
ないことから、BIM 活用により設計業務
を発注するには、標準的な成果物等の指
標の策定が必要であることを認識、ガイ
ドラインの策定を行うこととするととも
に、成果品のイメージを明確化するため、
BIM データ類も併せて整備することが、
発注者と受注者の共通理解のうえ契約し、
円滑な業務実施のため重要と考えた。

(２)発注者・設計者双方にメリット
を生み出す

同じく検討初期段階のヒアリングにお
いて、BIM を設計に導入すると、効率的
に精度の高い設計図書ができるという
BIM ベンダー・BIM コンサルなどの専門
家の意見から、当初は、積算業務の効率
化を模索したが、実施設計の詳細度を数
量拾いのために上げる必要がある、積算
基準に合わせた数量算出が別途必要とな
り二度手間となる、といった理由から、
設計者の負担増ひいては設計委託料増に
なることが判明し、発注者としてメリッ
トを感じにくいものであった。そのため、
活用方法として、設計者の業務も効率化
し、かつ発注者の業務も効率化すること
ができるメリットを探ることから再ス
タートした。

設計 BIM を実施するにあたって、発注
者、設計者の双方にメリットがある指標
でなければ、発注者は使わず、設計者も
ついてこられない。しかしながら、ＵＲ
独自の指標の設定はできないことから、
日本の商習慣、設計の業務内容、報酬基
準と照らし合わせたうえで、BIM の特性
を活かし、BIM を活用した場合の発注者
のメリット、設計者のメリットを検討し
てきた。

(３)ＵＲ業務にしか使えないものに
しない

設計者に BIM を活用してもらわないと
メリットが発現しないが、ＵＲにおける
賃貸住宅の建設戸数は、昭和 40 年代後
半のピークから社会情勢の変化・政策の
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変更などに伴い減少しており、現在では
年間 1,000 戸前後の供給量となってい
る（図－２）。そのため、ＵＲ独自の基
準では活用の幅は広がらないため、集合
住宅として汎用性の高いもの、他の発注
者も理解でき、扱いやすいもの、かつ設
計者の技術力、BIM スキル等の向上につ
ながるものを目指した。

６.集合住宅設計 BIM ガイド
ラインの主な特徴

ガイドラインは設計者が BIM を使うた
めの手引書であるとともに、発注者と設
計者の双方が円滑に設計業務を進めるた
めにワークフローを整流化することも意
図している。

推進会議 BIM ガイドラインでは、BIM
では情報の管理が最重要項目であり、情
報を的確に管理するための BIM における
設計業務区分（ステージ）とその確認の
考え方が示されている。本ガイドライン
が参照している設計三会ガイドラインに
おいても同様の考え方であり、本ガイド
ラインでも、設計業務を企画段階（S0）
から設計段階（S4）までの５つのステー
ジに区分する考え方を同じく踏襲したう
えで、集合住宅設計の特徴を考慮し、ワー
クフローの活用方策について検討を行っ

た。
検討にあたり、これまでのワークフ

ローの実態把握と点検を行ったところ、
一般的な建物を設計する場合、ステージ
が進むにつれて検討の縮尺が大きくなり、
それに合わせて細部の納まりが検討され
ていく。しかし、集合住宅を設計する場
合には、設計の検討初期から、大きく２
つの縮尺、小さな縮尺の「全体・共用部
分の計画」、大きな縮尺の「住戸計画」
の両検討を並行して行われていることが
改めて認識された（図－３）。

更に細かく手順の点検をしたところ、
両検討相互の見直しやデータ粒度の変換
に時間を要し、調整や打合せが続いた結
果、作図作業へ影響が生じ、工事段階へ
課題が持ち越されている実態が判明し、
業務手順を整流化するワークフローが必
要ということになった。

次に、既往の成果物を改めて BIM で作
図し、2D で作成した場合との業務量比
較を行った。今回のケースでは、BIM で
作図した場合、設計業務全体のうち BIM
を使用する部分は 10％程度であり、こ
のことから、BIM の機能だけでの効率化
による効果はそれほど大きくはないこと
が判明した。

これらの結果を受け、集合住宅用途の

特性を活かし、①全体・共用部分と住戸
計画、住戸計画の中で更に、②標準住戸
プランと特殊住戸プラン、のそれぞれを
分けて検討を行うワークフローとして整
理したのが大きな特徴である（図－３）。

①については、前述の通り、大きな縮
尺で検討される細かい詳細に引きずられ
て、大きな部分が何度もやり直しになる
という「繰り返し」が生じていることが
度々見られる。こうしたやり取りは、よ
り良い設計をするには必要なことではあ
るが、どちらかの検討が遅れると、１回
で済むはずの調整が何度も必要になる、
という検討の非効率が発生することにつ
ながる。

②についても、本来、次の検討段階に
進むことのできるはずの「標準プラン」
部分で「特殊プラン」の検討を待つ手待
ちの空白期間が生じたり、本来、「標準
プラン」の繰り返し部分については、少
ないチェックで済むところを、「特殊プ
ラン」と混在してチェックを行うため、
必要以上に繰り返しのチェックを行う、
ということも見られた。本ガイドライン
ではこうした点にも留意し、企画から実
施設計までを一貫した BIM 活用のワーク
フローとしてまとめている。また、BIM
データ類もワークフローに合わせて作成

図－３　集合住宅BIM　設計ステージの考え方

図－２　ＵＲの住宅建設戸数の推移

資料：「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン(第２版)」のワークフロー案を元に作成。
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している。

７.BIMデータ類の構成

設計 BIM では、作成する BIM データの
詳細度によって業務の質・量・作業時間
が大きく異なる。また、成果物の内容に
ついても、その成果物が BIM データから
作成されるものか、2D-CAD 等ほかのソ
フトウェアで作成されるものかによって、
業務量が異なってくる。以上をふまえ、
ガイドラインでは、設計 BIM 遂行上必要
となる決め事を EIR・BEP として整理し、
業務委託契約書を構成する添付文書の一
つとしてまとめるとともに、その内容に
基づくデータ類を整備している。また、
データ類の構成は、前述のワークフロー
に基づき、「全体・共用」と「住戸」のデー
タを重ね合わせて BIM データを構築して
いる。

ステージ毎に構築されたデータ類の概
要（図－４）は以下の通りである。

企画（S0）、基本計画（S1）段階での
検討に適した空間ボリュームとし面積等
を事前に準備したのが標準住棟ボリュー
ムである。

また、ワークフロー改善策として、特
に実用性の面で有効なのが、標準住戸モ
デルである。住棟と住戸の設計を分けて
検討できるように、住戸部分に特化した
BIM モデルを設計ステージごとに作成し
ている。これらのモデルを活用すること
で、各図面の作成業務を無駄なく早く実
行することが可能となる。加えて、デザ
インや導入設備の検討を容易にするため、
意匠標準住戸モデルとともに設備標準住
戸モデルを作成している。

住戸の設計総合図は、建築モデルの情

報、意匠躯体モデルの構造躯体寸法情報、
設備モデルの情報を統合したものである。
これまで、各設計事務所で作成方法が異
なっていたが、標準化を図るべく、一般
的なＵＲ賃貸住宅を標準タイプとしたモ
デルデータを作成した。

基本設計段階（S2）では、住戸概要（部
屋タイプ名、面積、標準プラン、メニュー
プラン、特殊プランの別、標準からの変
更点等）、平面図、仕上げ概要に加えて、
設備モデルを重ね合わせ、スイッチ・コ
ンセント、換気スリーブ等の整合性、実
施設計段階（S3・S4）では、住戸概要、
平面詳細図、面積、仕上げに加えて、矩
計図、天井伏図、展開図、断熱案内図、
設備モデルの重ね合わせによる詳細状況、
整合性確認が可能である。

８.今後に向けて

今回の成果をガイドラインとデータ類
として公開したのは、ＵＲの BIM 推進、
国の施策に対応し社会還元の一助になる
ことを期待するものである。前述のとお
り、ＵＲの業務に特化したものではなく、
集合住宅一般で活用できる内容となって
おり、EIR、BEP の標準ひな形もＵＲとの
契約に限らず、集合住宅や類似用途の設
計 BIM 契約一般に用いることが可能であ
り、広く活用されることを期待するもの
である。

公表したガイドラインおよびデータ類
については継続して改定しており、当初
公 表 時 は BIM オ ー サ リ ン グ ツ ー ル
“Autodesk Revit”を用いて作成した
Revit 版のデータの提供のみであったが、
“Vectorworks” を 用 い て 作 成 し た
Vectorworks 版データの提供も開始して

いる。今後もより活用し易いものへブ
ラッシュアップしていきたい。

併せて、ＵＲの設計業務での早期の
BIM実装を目指して、設計業務における
BIM活用の技術提案での評価を2023年度
より開始している。この動きに伴い、発
注者側も BIMを効果的に活用できるワー
クフローの見直し、研修による啓蒙が不
可欠であり、リテラシーを高めていく手
立てを継続して実施していくものである。

更に将来的には、施工段階・維持管理
段階への情報連携と情報活用の検討、設
計資料のデジタル化による設計 BIM の更
なる効率化・高度化の検討を進めていけ
ればと考えている。

BIM の本格活用にはまだ解決すべき課
題が多いが、今般の社会情勢において、
その有効活用は重要であり、着実に取り
組みを進めていきたい。
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図－４　企画から設計段階（S0～S4）までのワークフローと成果物




